
 

受験要件の確認 
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 受験要件につい  

 

実務経験 る業務 

 受験要件に該当す か下記 チェックリストで確認し く さい 但しチェックリスト 簡略化したもの すの 、受

験要件を確認する際に 、必ず本試験案内を参照し ください  

 

 

次の法定資格を持 いる 

 

医師 歯科医師 薬剤師 保健師  

助産師 看護師 准看護師 理学療法士  

作業療法士 社会福祉士 介護福祉士  

視能訓練士 義肢装具士 歯科衛生士  

言語聴覚士 あ 摩マッサー 指圧師  

師 きゅう師 柔道整復師  

栄養士 管理栄養士 含む  

精神保健福祉士 

相談援助業務の経験がある 

 

別紙 に掲げ 相談援助業務従事者 し  

勤務 

免許の登録日以降  

そ 資格に基 き当該

資格に係 業務に従事

し 期間  

通算５年以上 

当該業務従事日数 

 ９００日以上 

要件該当 

第 
 

号 

第 

２ 

号 

そ 相談援助業務 

別紙 参照 に 

従事し 期間  

通算５年以上 

当該業務従事日数 

 ９００日以上 

※第 号 通算可  

い 
い 

い い 

非 該 当 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

いいえ 

通算の考え方  

※第 号 要件  

 それ れ合算し 5年 900日以上 

実務経験 あ 該当 す  

※複数の勤務先 合算し 5年 900日以上 

実務経験 あ 該当 す  
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◎受験要件簡易チェックリスト ら該当する要件の 細を確認し ください  

介護保険法施行規則 成 11 厚生省令第 36 号 規定によ 、実務経験を満たし いる 細 下記 と 、

受験要件とし います  

受験要件 満たし い い場合 、試験 受 と きませ  

 

受験要件 ※下記の要件を満たすこ が必要 す  

表 第 号 第 号に定 期間 通算し 上 あ 、 、当 業務に従事した日数  

日 上 あ と  

 

 表  

第 号 

次 法定資格 す 者 、そ 資格に基 き当 資格に 業務に従事した期間 

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、 

作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、 

言語聴覚士、あ 摩マッサー 指圧師、 師、きゅう師、柔道整復師、 

栄養士 管理栄養士 含 、精神保健福祉士 

※第 号に該当する場合、当該資格に係る業務に従事した期間 、当該資格の免許の登録の日以降が算

定されます  

勤務期間算定に関す 具体例 参照し く い  

具体例 

記参照 

第２号 別紙 に掲 相談援助 業務に従事した期間 
別紙  

Ｐ  

 

※  い 分に い 、要援護者に対する直接的 対人援助が、当該者の本来業務 し 明確に位置 けられ

いるこ 必要 す  

   教職者や研究業務 行 い よう 期間 算定 きませ  

※  受験要件 、試験日 前日ま 期間 算定す と きます  

※  施設、事業所等 廃業及び統廃合等によ 、実務経験証明書 発行 困難 場合に い 、給 明細、雇用契約

書等によ 証明す と 可能 す  

 

 

 

勤務期間算定に関する具体例  

 

月 日 病院に勤務、 准 看護師免許 録 月 日 

病院に就職 

 

 

※ 期間 、実務経験期間とし 算定し い 

 

老健 相談援助業務に従事、社会福祉士 得 

老健に就職 

 

 

※ 資格 得ま 期間 第 号 当、 降 資格に基 く業務 第 号 当  

 

料老人ホーム 訪問介護員養成研修 ヘルパー とし 従事、介護福祉士 得 

料老人ホーム就職 

 

 

 

 准 看護師 録  

算定し い  資格に基 き 間業務に従事  
⇒試験 

受験要件に該当 

月 日  月 日  

録日 実務経験期間 算定 

 社会福祉士 得  

相談援助業務 社会福祉主事  
相談援助業務 SW  

⇒試験 
月 日  

年 

受験要件に該当 

 介護福祉士 得  

介護業務 ヘルパー  介護業務 介護福祉士  
⇒試験 

受験要件に非該当 

年 
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２ その他の受験要件 

受験地につい  

○ 申込日現 、受験資格に 当す 業務に従事し い 場合 、そ 勤務地 岩手 内 あ と  

○ 申込日現 、受験資格に 当す 業務に従事し い い場合 、 所地 岩手 内 あ と  

※受験対象と 資格 し い 現 勤務し い い、あ い 他 業務に従事し い 場合 

 

申込日現  勤務地 所地 受験地 

受験資格に 当す 業務に従事し い 場合 

岩手 勤務 岩手  

岩手 外 勤務 勤務地 都道府  

受験資格に 当す 業務に従事し い い場合 

又 無職 場合 

岩手  岩手 ※  

岩手 外に  所地 都道府  

 

※ 場合 、 所地 証明 た に 民票 提出 必要と ます  

 

 

実務研修の受講につい  

○ 試験合格 、令和 12 月～令和 月 予定 に行わ 介護支援専門員実務研修 受講 き と 受

験 要件と ます 試験案内 表紙裏に記載 い 実務研修日程 予定 よび P26(6) 介護支援専門員実

務研修 受講 合格者 必 確認いた き、受講 可能 確認 し 申込 し く い しい研

修 日程に い 合格者に 送付す 実務研修 案内に記載します 会場等 都合によ 研修日程 変更と

と あ ます あ 了承く い  

※本試験 、令和６年度介護支援専門員実務研修の受講者を決定するための試験 す  

※実務研修 修了 介護支援専門員とし 録 可能と ます  

 

 

受験対象者につい の留意点 

 次 (1) (7) い に 当す 方 、試験に合格し、介護支援専門員実務研修 修了し 、介護支援専門員とし

録 受 と きませ 介護保険法第 69 条 2 第 1 項 、 注意く い  

 また、介護支援専門員 録 受 た に 記(1) (3)ま い に 当す とと た場合 介護保険法第

69 条 39 第 1 項第 1 号 や、不 手段によ 介護支援専門員 録 受 た場合 介護保険法第 69 条 39 第 1 項

第 2 号 介護支援専門員 録 削除す とに ます 注意く い  

(1) 成 被 見人又 被保 人 

(2) 禁錮 上 刑に処せ 、そ 執行 終わ 、又 執行 受 と く ま 者 

(3) 介護保険法 成 9 法律第 123 号 法 という そ 他国民 保健医療若しく 福祉に関す 法律 、

法令 定 規定によ 罰金 刑に処せ 、そ 執行 終わ 、又 執行 受 と く ま

者 

(4) 録 申請前 5 内に居宅サービス等に関し不 又 著しく不当 行為 した者 

(5) 法第 69 条 38 第 3 項 規定によ 禁 処分 受 、そ 禁 期間中に法第 69 条 6 第 1 項第 1 号 規定

によ そ 録 消除 、ま そ 期間 経過し い者 

(6) 法第 69 条 39 規定によ 録 消除 処分 受 、そ 処分 日 起算し 5 経過し い者 

(7) 法第 69 条 39 規定によ 録 消除 処分に係 行政手続法 成 5 法律第 88 号 第 15 条 規定によ

通知 あ た日 当 処分 す 日又 処分 し い と 決定す 日ま 間に 録 消除 申請 した者

録 消除 申請に い 相当 理由 あ 者 除く あ 、当 録 消除 た日 起算し 5

経過し い者 
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法定資格保持者 

介護保険法施行規則第 113 条 2 第 1 項第 1 号関係  

区分コード 法定資格 区分コード 法定資格 

 医師  介護福祉士 

２ 歯科医師 ２ 視能訓練士 

３ 薬剤師 ３ 義肢装具士 

 保健師  歯科衛生士 

 助産師  言語聴覚士 

６ 看護師 ６ あ 摩マッサー 指圧師 

 准看護師  師 きゅう師 

８ 理学療法士 ８ 柔道整復師 

９ 作業療法士 ９ 栄養士 管理栄養士 含  

 社会福祉士 ２  精神保健福祉士 

 

 

別紙  相談援助業務に従事する者の範囲 

介護保険法施行規則第 113 条 2 第 1 項第 2 号関係  

分コード 対象事業及び施設 
対象と 職員 

職種  
規定す 法令 通知等 

 特定施設入居者生活介護 

 

生活相談員 
指定居宅サービス等 事業 人員、設備及び運営に関す

基準 成 11 厚生省令第 37 号 第 175 条第 1 項第 1 号 

２ 地域密着型特定施設入居者

生活介護 

 

生活相談員 
指定地域密着型サービス 事業 人員、設備及び運営に関

す 基準 成 18 厚生労働省令第 34 号 第 110 条第 1

項第 1 号 

３ 地域密着型介護老人福祉施

設入所者生活介護 

 

生活相談員 
指定地域密着型サービス 事業 人員、設備及び運営に関

す 基準 成 18 厚生労働省令第 34 号 第 131 条第 1

項第 2 号 

 介護老人福祉施設 

 

生活相談員 
指定介護老人福祉施設 人員、設備及び運営に関す 基

準 成 11 厚生省令第 39 号  

第 2 条第 1 項第 2 号 

 介護老人保健施設 

 

支援相談員 
介護老人保健施設 人員、施設及び設備並びに運営に関す

基準 成 11 厚生省令第 40 号 第 2 条第 1 項第 4 号 

６ 介護予防特定施設入居者生

活介護 

 

生活相談員 
指定介護予防サービス等 事業 人員、設備及び運営並び

に指定介護予防サービス等に係 介護予防 た 効果的

支援 方法に関す 基準 成 18 厚生労働省令第 35

号 第 231 条第 1 項第 1 号 

 指定計画相談支援事業 相談支援専門員 
障害者 日常生活及び社会生活 総合的に支援す た

法律に基 く指定計画相談支援 事業 人員及び運営に

関す 基準 成 24 厚生労働省令第 28 号 第 3 条 

８ 指定障害児相談支援事業 相談支援専門員 
児童福祉法に基 く指定障害児相談支援 事業 人員及

び運営に関す 基準 成 24 厚生労働省令第 29 号 第

3 条 

９ 生活困窮者自立相談支援事

業 

主任相談支援員 
生活困窮者自立支援事業等 実施に い 成 27 7

月 27 日社援発 0727 第 2 号厚生労働省社会 援護局長通知

別紙 別添 1 自立相談支援事業実施要領 3(2)ア 
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 ２ 試験内容 

 

．試験内容及び出題範囲 

 

具体的 試験内容及び出題範囲 厚生労働省が示す 別表 介護支援専門員実務研修受講試験の試験出題範

囲 P10～P17 お す  

 

 

２．出題方式及び出題数 

出題方式 

五肢複択方式 します  

 

出題数 試験時間 

   分 問題数 試験時間 

介護支援分野 

介護保険制度 基礎知識 

要介護認定等 基礎知識 

居宅 施設サ ビス計画 基礎知識等 

問 

分 

原則10：00～12：00  

 

※点字受験者 ． 倍  

 ８ 分 

 

※弱視等受験者 ． 倍  

 分 

保健医療福祉サービス分野 

保健医療サ ビス 知識等 

福祉サ ビス 知識等 

 

問 

問 

合   計 問 

 

 

．採点方法 

介護支援分野 保健医療福祉サ ビス分野 そ 分野 別途 都道府県知事又 登録試験問題作成機

関が設定す 一定割合以上 正答 場合 合格 ます  
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別表 介護支援専門員実務研修受講試験 試験問題出題範囲

一 法律そ 他関係法令 関す
科目 1 基本視点 1 介護保険制度導入 背景 1  高齢化 進展 高齢者 取 巻く状況

変化 1 長寿 高齢化 進展

2 高齢化 進展 伴う要介護高齢者 増加

3 介護 長期化 重度化

4 家族 介護機能 低下

5 個人 人生 介護問題

6 家族 介護問題

7 社会 介護問題

2 従来 制度 問題点 1 老人福祉制度

2 老人医療制度

3 制度間 不整合

3 社会保険方式 意識 1 我 国 社会保険制度 あ 方

2 給付 負担 関係 明確性

3 利用者 選択 尊重

4 介護保険制度創設 い 1 介護 いう新た 課題へ 対応

2 効率的 公平 制度 創設

3 サ 利用者 立場 立 た制度体系

4 民間活力 活用

5 高齢者 被保険者 位置

2 介護保険 介護支援サ ― ―

2 介護保険制度論 1 介護保険制度論 1 介護保険制度 目的等 1 社会保障 社会保険 介護保険 体系

2 医療保障 体系

3 高齢者 保健 医療 福祉 体系

4 介護保険制度 目的

5 保険事故 保険給付 基本的理念

6 国民 努力 び義務

2 保険者及び国 都道府県 責務等 1 保険者

2 保険者 事務

3 介護保険 会計

4 条例

5 国 責務 事務

6 都道府県 責務 事務

7 医療保険者 び年金保険者 事務

8 審議会

3 被保険者 1 被保険者 概念

2 強制適用

3 被保険者 資格要件

4 住所認定 基準

5 適用除外

6 資格取得 時期

7 資格喪失 時期

8 届出

9 住所地特例

10 被保険者証

4 保険給付 手続 種類 内容 1 要介護認定 び要支援認定

2 要介護認定等 手続

3 介護認定審議会

4 保険給付通則

大項目 中項目 小項目介護保険法別表 科目 区分
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別表 介護支援専門員実務研修受講試験 試験問題出題範囲

大項目 中項目 小項目介護保険法別表 科目 区分

5 保険給付 種類

6 保険給付 内容

7 介護報酬

8 支給限度額

9 現物給付

10 審査 支払い

11 利用者負担

12 保険給付 制限

5 1 指定居宅サ 事業者

2 指定居宅介護支援事業者

3 介護支援専門員

4 指定介護予防サ 事業者

5 指定介護予防支援事業者

6 指定地域密着型サ 事業者

7 指定地域密着型介護予防サ 事業者

8 基準該当サ 事業者

9 離島等 相当サ 事業者

10 介護保険施設

6 介護保険事業計画 1 基本指針

2 老人保健福祉計画 医療計画 関係

3 市町村介護保険事業計画

4 都道府県介護保険事業支援計画

7 保険財政 1 財政構造

2 事務費

3 そ 他 補助

4 第1号被保険者 係 保険料

5 介護給付費交付金 び介護給付費納付金

6 第2号被保険者 係 保険料

7 支払基金 業務

8 財政安定化基金等 1 財政安定化基金事業

2 市町村相互財政安定化事業

9 地域支援事業 1 介護予防 日常生活支援総合事業等

2 包括的支援事業

3 そ 他 事業

4 財源構成

10 介護サ 情報 公表 1 介護サ 情報 公表 内容

2 指定調査機関

3 指定情報公表 ンタ

11
国民健康保険団体連合会 介護保険
事業関係業務 1 審査 支払い

2 給付費審査委員会

3 苦情処理等 業務

4 第三者行為求償事務

5 そ 他 業務

12 審査請求 1 概説

2 審査請求 事項

3 介護保険委員会

4 委員

事業者及び施設
人員 施設及び設備並び 運営 関

す 基準 含

11



別表 介護支援専門員実務研修受講試験 試験問題出題範囲

大項目 中項目 小項目介護保険法別表 科目 区分

5 審査裁決 行う合議体

6 専門調査員

7 訴訟 関係

13 雑則 1 報告 徴収等

2 先取特権 順位

3 時効等

4 資料 提供等

14 検討規定 附則 ―

二 3 ネ ント機能論 1 ネ ント機能論 1 介護保険制度 ネ ント 1
介護保険 ネ ント 定義 必要
性

2
介護保険 ネ ント機能 位置

3
介護保険 サ 利用手続 全体構造
介護支援サ

2 ネ ント 基本的理念 意義等 1 要介護者等 そ 世帯 主体性尊重 仕組

2 自立支援 多様 生活 支え サ 視点

3 家族 介護者 へ 支援 必要性

4
保健 医療 福祉サ 統合 たサ 調
整 視点

5 サ 展開 チ プロ チ 視点

6
適切 サ 利用 効果性 効率性 視
点

7

保健 医療 福祉サ 保険給付サ
等 ン ォ サ ト 統合す 社会資源
調整 視点

3 介護支援専門員 基本姿勢 ―

4 介護支援専門員 役割 機能 1 利用者本位 徹底

2 チ プロ チ 実施－総合的判断 協働

3
居宅サ 計画 基 くサ 実施状況
タ ン 計画 修正

4
サ 実施計画体制 ネ ント
情報提供 秘密保持

5 信頼関係 構築

6 社会資源 開発

5 ネ ント 記録 ―

2 介護支援サ 方法論 1 居宅介護支援サ 開始過程 ―

2 居宅サ 計画作成 た 課題分析 ―

3 居宅サ 計画作成指針 ―

4
タ ン び居宅サ 計画

再課題分析 ―

3 介護予防支援サ 方法論 1 介護予防支援サ 開始過程 ―

2
介護予防サ 計画作成 た 課題
分析 ―

3 介護予防サ 計画作成指針 ―

4
タ ン び介護予防サ 計画
再課題分析 ―

4 施設介護支援サ 方法論 1 施設介護支援サ 開始過程 ―

2 施設サ 計画作成 た 課題分析 ―

3 施設サ 計画作成指針 ―

4
タ ン び施設サ 計画

再課題分析 ―

三 4
高齢者支援展開論 高齢者
介護総論 1 総論  医学編 1

高齢者 身体的 精神的 特徴 高齢
期 多い疾病 び障害 1 高齢者 身体的 精神的 心理的特徴

2 高齢者 起 やすい疾病 び障害 特徴

3 高齢者 多く 各種 疾患

2
タ サ ン 正確 観察 測定 解

釈 分析 1 全身 観察 タ サ ン

2 タ サ ン 正 い観察 測定方法 ント

3
検査 意義 びそ 結果 把握 患者
指導 1 検査値 変動 い

2 検査各論

介護給付等対象サ そ 他
保健医療サ 及び福祉サ

関す 科目

居宅サ 計画 施設サ 計
画及び介護予防サ 計画 関
す 科目
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別表 介護支援専門員実務研修受講試験 試験問題出題範囲

大項目 中項目 小項目介護保険法別表 科目 区分

4 介護技術 展開 1 身体介護 家事援助 関連

2 食事 介護

3 排泄 び失禁 介護

4 褥瘡へ 対応

5 睡眠 介護

6 清潔 介護

7 口腔

5 テ ョン 1 テ ョン 考え方

2 テ ョン 基礎知識

3 テ ョン 実際 訓練 援助 実際

6 認知症高齢者 介護 1 老人性認知症 特徴 病態

2
認知症高齢者 家族へ 援助 介護支援サ

7 精神 障害 あ 場合 介護 1 高齢者 精神障害

2 精神 障害 あ 高齢者 介護

8 医学的診断 治癒内容 予後 理解 1 医学的診断 理解

2 治癒内容 理解

3 予後 理解

9 1 現状 医学的問題 え方

2 起 う 合併症 理解

3 医師 歯科医師へ 連絡 情報交換

10 栄養 食生活 支援 介護 1 人間 い栄養 食生活

2 栄養 食生活 介護 手順

3
望 い栄養 食生活 提示 い
食生活指針等

11 呼吸管理 そ 他 在宅医療管理 1 呼吸管理 考え方

2 そ 他 在宅医療管理

12 感染症 予防 1 感染症 種類 特徴

2 起 やすい感染症 予防 看護 介護

13 医療器具 装着 い 場合 留意点 1 在宅酸素療法 Hナハ

2 気管内挿管

3 人工呼吸器

4 腹膜透析

5 在宅中心静脈栄養法

6 内視鏡的胃瘻造設術 ニEG

7 カ

14 急変時 対応 1 高齢者救急疾患 病態上 特徴

2 主 急変時 対応

3 在宅看護 介護 遭遇 やすい急変

15 健康増進 疾病障害 予防 1 基本理念

2 生活習慣病 予防

3

4 循環器疾患

5 糖尿病

6 骨粗 う症

7
21世紀 国民健康 く 運動 健康日本
21

2 総論  福祉編 1 基礎相談 面接技術 1 基本姿勢

2 コ ュ ョン 知識 技術

3 ンテ ワ 技術

現状 医学的問題 起 う 合併症
医師 歯科医師へ 連絡 情報交換

13



別表 介護支援専門員実務研修受講試験 試験問題出題範囲

大項目 中項目 小項目介護保険法別表 科目 区分

4 隠 た 発見

2
ソ ワ ネ ント 介護
支援サ ―

3
ソ ワ 社会福祉専門援助技
術 概要 1 個別援助技術 ソ ワ

2 集団援助技術 ソ プワ

3 地域援助技術 コ ュ テ ワ

4 接近困難事例へ 対応 1 援助困難事例へ 対応

2 接近困難事例 問題状況 分類

3 接近困難事例 理解 プロ チ

3 総論  臨死編 1
チ プロ チ 必要性 び各職種
役割 ―

2
高齢者 タ 実際 家族へ

1 事例 概要

2 在宅 看取 成立条件

3 在宅 症状緩和

4 死 教育

5 在宅 QナL

3 死亡診断 1 死亡 医師 立ち会 い

2 医師 立ち会 い い

3 精神面 たタ

5
高齢者支援展開論 居宅
サ 事業各論 1 訪問介護方法論 1 訪問介護 意義 役割 ―

2 訪問介護サ 利用者 特性 ―

3 訪問介護 内容 特徴 ―

4 介護支援サ 訪問介護 ―

2 訪問入浴介護方法論 1 訪問入浴介護 意義 目的 ―

2 訪問入浴介護利用者 特性 ―

3 訪問入浴介護 内容 特徴 ―

4 介護支援サ 訪問入浴介護 ―

3 訪問看護方法論 1 訪問看護 意義 目的 ―

2 訪問看護サ 利用者 特性 ―

3 訪問看護 内容 特徴 ―

4 介護支援サ 訪問看護 ―

4 訪問 テ ョン方法論 1 訪問 テ ョン 意義 目的 ―

2
訪問 テ ョンサ 利用者 特
性 ―

3 訪問 テ ョン 内容 特徴 ―

4 介護支援サ 訪問 テ ョン ―

5 居宅療養管理指導方法論 1 医学的管理サ 意義 目的 ―

2 医学的管理サ 利用者 特性 ―

3 介護支援サ 医学的管理サ ―

4 口腔管理―歯科衛生指導 意義 目的 ―

5
口腔管理―歯科衛生指導利用者 特
性 ―

6
介護支援サ 口腔管理―歯科衛
生指導 ―

7 薬剤管理指導 意義 目的 ―

8 薬剤管理指導利用者 特性 ―

9 介護支援サ 薬剤管理指導 ―

6 通所介護方法論 1 通所介護 意義 目的 ―

2 通所介護サ 利用者 特性 ―

3 通所介護 内容 特徴 ―

4 介護支援サ 通所介護 ―

7 通所 テ ョン方法論 1 通所 テ ョン 意義 目的 ―
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別表 介護支援専門員実務研修受講試験 試験問題出題範囲

大項目 中項目 小項目介護保険法別表 科目 区分

2
通所 テ ョンサ 利用者 特
性 ―

3 通所 テ ョン 内容 特徴 ―

4 介護支援サ 通所 テ ョン ―

8 短期入所生活介護方法論 1 短期入所生活介護 意義 目的 ―

2
短期入所生活介護サ 利用者 特
性 ―

3 短期入所生活介護 内容 特徴 ―

4 介護支援サ 短期入所生活介護 ―

9 短期入所療養介護方法論 1 短期入所療養介護 意義 目的 ―

2
短期入所療養介護サ 利用者 特
性 ―

3 短期入所療養介護 内容 特徴 ―

4 介護支援サ 短期入所療養介護 ―

10
特定施設入居者生活介護方
法論 1 特定施設入居者生活介護 意義 目的 ―

2
特定施設入居者生活介護サ 利用
者 特性 ―

3 特定施設入居者生活介護 内容 特徴 ―

4
介護支援サ 特定施設入居者生
活介護 ―

11
福祉用具及び住宅改修方法
論 1 福祉用具 意義 目的 ―

2
福祉用具利用者 特性 び福祉用具
機能 使用法 ―

3 福祉用具 内容 特徴 ―

4 介護支援サ 福祉用具 ―

5 住宅改修 意義 目的 ―

6
住宅改修利用者 特性 び住宅改修
機能 使用法 ―

7 住宅改修 内容 特徴 ―

8 介護支援サ 住宅改修 ―

6 1
定期巡回 随時対応型訪問
介護看護方法論 1

定期巡回 随時対応型訪問介護看護
意義 目的 ―

2
定期巡回 随時対応型訪問介護看護
利用者 特性 ―

3
定期巡回 随時対応型訪問介護看護
内容 特徴 ―

2 夜間対応型訪問介護方法論 1 夜間対応型訪問介護 意義 目的 ―

2 夜間対応型訪問介護 利用者 特性 ―

3 夜間対応型訪問介護 内容 特徴 ―

3 地域密着型通所介護方法論 1 地域密着型通所介護 意義 目的 ―

2 地域密着型通所介護 利用者 特性 ―

3 地域密着型通所介護 内容 特徴 ―

4
認知症対応型通所介護方法
論 1 認知症対応型通所介護 意義 目的 ―

2
認知症対応型通所介護 利用者 特
性 ―

3 認知症対応型通所介護 内容 特徴 ―

5
小規模多機能型居宅介護方
法論 1 小規模多機能型居宅介護 意義 目的 ―

2
小規模多機能型居宅介護 利用者
特性 ―

3 小規模多機能型居宅介護 内容 特徴 ―

6
認知症対応型共同生活介護
方法論 1

認知症対応型共同生活介護 意義 目
的 ―

2
認知症対応型共同生活介護 利用者
特性 ―

3
認知症対応型共同生活介護 内容 特
徴 ―

7
地域密着型特定施設入居者
生活介護方法論 1

地域密着型特定施設入居者生活介護
意義 目的 ―

2
地域密着型特定施設入居者生活介護
利用者 特性 ―

3
地域密着型特定施設入居者生活介護
内容 特徴 ―

8 1
地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護 意義 目的 ―

2
地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護 利用者 特性 ―

3
地域密着型介護老人福祉施設入所者
生活介護 内容 特徴 ―

地域密着型介護老人福祉施
設入所者生活介護方法論

高齢者支援展開論 地域密
着型サ 事業各論
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別表 介護支援専門員実務研修受講試験 試験問題出題範囲

大項目 中項目 小項目介護保険法別表 科目 区分

9 複合型サ 方法論 1 複合型サ 意義 目的 ―

2 複合型サ 利用者 特性 ―

3 複合型サ 内容 特徴 ―

7 1
介護予防訪問入浴介護方法
論 1 介護予防訪問入浴介護 意義 目的 ―

2 介護予防訪問入浴介護利用者 特性 ―

3 介護予防訪問入浴介護 内容 特徴 ―

4
介護予防支援サ 介護予防訪問
入浴介護 ―

2 介護予防訪問看護方法論 1 介護予防訪問看護 意義 目的 ―

2
介護予防訪問看護サ 利用者 特
性 ―

3 介護予防訪問看護 内容 特徴 ―

4
介護予防支援サ 介護予防訪問
看護 ―

3
介護予防訪問 テ ョン
方法論 1

介護予防訪問 テ ョン 意義
目的 ―

2
介護予防訪問 テ ョンサ
利用者 特性 ―

3
介護予防訪問 テ ョン 内容
特徴 ―

4
介護予防支援サ 介護予防訪問

テ ョン ―

4
介護予防居宅療養管理指導
方法論 1 医学的管理サ 意義 目的 ―

2 医学的管理サ 利用者 特性 ―

3
介護予防支援サ 医学的管理サ ―

4 口腔管理―歯科衛生指導 意義 目的 ―

5
口腔管理―歯科衛生指導利用者 特
性 ―

6
介護予防支援サ 口腔管理―歯
科衛生指導 ―

7 薬剤管理指導 意義 目的 ―

8 薬剤管理指導利用者 特性 ―

9 介護予防支援サ 薬剤管理指導 ―

5
介護予防通所 テ ョン
方法論 1

介護予防通所 テ ョン 意義
目的 ―

2
介護予防通所 テ ョン利用者
特性 ―

3
介護予防通所 テ ョン 内容
特徴 ―

4
介護予防支援サ 介護予防通所

テ ョン ―

6
介護予防短期入所生活介護
方法論 1

介護予防短期入所生活介護 意義 目
的 ―

2
介護予防短期入所生活介護サ 利
用者 特性 ―

3
介護予防短期入所生活介護 内容 特
徴 ―

4
介護予防支援サ 介護予防短期
入所生活介護 ―

7
介護予防短期入所療養介護
方法論 1

介護予防短期入所療養介護 意義 目
的 ―

2
介護予防短期入所療養介護サ 利
用者 特性 ―

3
介護予防短期入所療養介護 内容 特
徴 ―

4
介護予防支援サ 介護予防短期
入所療養介護 ―

8
介護予防特定施設入居者生
活介護方法論 1

介護予防特定施設入居者生活介護
意義 目的 ―

2
介護予防特定施設入居者生活介護
サ 利用者 特性 ―

3
介護予防特定施設入居者生活介護
内容 特徴 ―

4
介護予防支援サ 介護予防特定
施設入居者生活介護 ―

9 1 介護予防福祉用具 意義 目的 ―

2
介護予防福祉用具利用者 特性 び
介護予防福祉用具 機能 使用法 ―

3 介護予防福祉用具 内容 特徴 ―

4
介護予防支援サ 介護予防福祉
用具 ―

5 介護予防住宅改修 意義 目的 ―

6
介護予防住宅改修利用者 特性 び
介護予防住宅改修 機能 使用法 ―

7 介護予防住宅改修 内容 特徴 ―

高齢者支援展開論 介護予
防サ 事業各論

介護予防福祉用具及び介護
予防住宅改修方法論
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別表 介護支援専門員実務研修受講試験 試験問題出題範囲

大項目 中項目 小項目介護保険法別表 科目 区分

8
介護予防支援サ 介護予防住宅
改修 ―

8 1
介護予防認知症対応型通所
介護方法論 1

介護予防認知症対応型通所介護 意
義 目的 ―

2
介護予防認知症対応型通所介護 利
用者 特性 ―

3
介護予防認知症対応型通所介護 内
容 特徴 ―

2
介護予防小規模多機能型居
宅介護方法論 1

介護予防小規模多機能型居宅介護
意義 目的 ―

2
介護予防小規模多機能型居宅介護
利用者 特性 ―

3
介護予防小規模多機能型居宅介護
内容 特徴 ―

3
介護予防認知症対応型共同
生活介護方法論 1

介護予防認知症対応型共同生活介護
意義 目的 ―

2
介護予防認知症対応型共同生活介護
利用者 特性 ―

3
介護予防認知症対応型共同生活介護
内容 特徴 ―

9
高齢者支援展開論 介護保
険施設各論 1

指定介護老人福祉施設サ
方法論 1 指定介護老人福祉施設 意義 目的 ―

2
指定介護老人福祉施設サ 利用者
特性 ―

3 指定介護老人福祉施設 内容 特徴 ―

2
介護老人保健施設サ 方
法論 1 介護老人保健施設 意義 目的 ―

2
介護老人保健施設サ 利用者 特
性 ―

3 介護老人保健施設 内容 特徴 ―

3
指定介護療養型医療施設
サ 方法論 1 指定介護療養型医療施設 意義 目的 ―

2
指定介護療養型医療施設サ 利用
者 特性 ―

3 指定介護療養型医療施設 内容 特徴 ―

4
老人性認知症疾患療養病棟 意義 目
的 ―

5
老人性認知症疾患療養病棟利用者
特性 ―

6
老人性認知症疾患療養病棟 特徴 内
容 ―

4 介護医療院サ 方法論 1 介護医療院 意義 目的 ―

2 介護医療院サ 利用者 特性 ―

3 介護医療院 内容 特徴 ―

10
高齢者支援展開論 社会資
源活用論 1 1

自立支援 た 総合的 ネットワ
必要性 ―

2 社会資源間 機能や役割 相違 ―

3
ォ 分野 ン ォ 分野

連携 必要性 ―

四 要介護認定及び要支援認定 関
す 科目 11 要介護 要支援認定特論 1 要介護認定 流 1 要介護認定基準 い ―

2 認定調査 ―

3 主治医意見書 ―

4 一次判定 概略 ―

5
介護認定審査会 二次判定 概
略 ―

2 一次判定 仕組 1
要介護認定等基準時間 推計 考え
方 ―

2 要介護認定等基準時間 算出方法 ―

3 二次判定 仕組 1 二次判定 基本的方法 ―

2
介護認定審査会 審査 判定
手順 ―

3 二次判定 ント ―

注２ 試験範囲 含 関連通知 具体例

○ 指定居宅介護支援等 事業 人員及び運営 関す 基準 い 平成11年7月29日老企第22号各都道府県介護保険主管部 局 長宛厚生省老人保健福祉局企画課長通知

○ 指定居宅サ 等及び指定介護予防サ 等 関す 基準 い 平成11年9月17日老企第2グ号各都道府県介護保険主管部 局 長宛厚生省老人保健福祉局企画課長通知

○ 指定介護予防支援等 事業 印院及び運営並び 指定介護予防支援等 係 介護予防 た 効果的 支援 方法 関す 基準 い 平成18年3月31日老振発第0331003号 老老発第
033101ケ号各都道府県 指定都市 中核市介護保険主管部 局 長宛厚生労働省老健局振興 老人保健課長連名通知

注1 表 掲 項目 介護保険法 関連法令 規定 た 及びそ 関連通知 基礎的 知識及び技能 有す 確認 た 必要 内容 含 す

公的サ びそ 他 社
会資源導入方法論

高齢者支援展開論 地域密
着型介護予防サ 事業各
論

○ 指定地域密着型サ 及び指定地域密着型介護予防サ 関す 基準 い 平成18年3月31日老計発第033100ク号 老振発第033100ク号 老老発第0331017号各都道府県 指定
都市 中核市介護保険主管部 局 長宛厚生労働省老健局計画 振興 老人保健課長連名通知

○ 指定介護老人福祉施設 人員 設備及び運営 関す 基準 い 平成12年3月17日老企第ク3号各都道府県介護保険主管部 局 長宛厚生省老人保健福祉局企画課長通知

○ 介護老人保健施設 人員 施設及び設備並び 運営 関す 基準 い 平成12年3月17日老企第クク号各都道府県介護保険主管部 局 長宛厚生省老人保健福祉局企画課長通知

○ 指定介護療養型医療施設 人員 設備及び運営 関す 基準 い 平成12年3月17日老企第クグ号各都道府県介護保険主管部 局 長宛厚生省老人保健福祉局企画課長通知

○ 介護サ 計画書 様式及び課題分析標準項目 掲示 い 平成11年11月12日老企画第29号各都道府県介護保険主管部 局 長宛厚生省老人保健福祉局企画課長通知
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